
 

議事次第 

フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP） 

令和７年度第３回若手フォーラム 
～食の安全・信頼向上の観点から企業行動を考える～ 

 
日 時 令和７年 11月 13日（木曜日）13:00～17:00 

場 所 中央合同庁舎４号館 12階会議室 

形 式 対面形式 

議 事 次 第 

１. 開会・事務局連絡                  13:00～13:05（  5分） 

 

２．食品安全マネジメントシステム（FSMS）の仕組み    13:05～13:55（ 50 分）         

湯川食品科学技術士事務所 所長 

ISO/TC34/SC17（食品安全マネジメントシステム）専門家 

同 WG8(ISO 22000見直し)専門家 湯川 剛一郎 様 

 

３. 食品会社の品質管理と品質保証について 若い皆さんへお伝えしたいこと  

13:55～14:35（ 40分） 

株式会社日清製粉グループ本社 執行役員 

R＆D・品質保証本部 副本部長 品質保証部長 鈴木 隆一 様 

 

(休憩)                                                  14:35～14:45（ 10 分） 

 

４．ワークショップ                   14:45～16:55（130 分） 

・説明                      14:45～14:50（  5分） 

・ワークショップ                 14:50～16:00（ 70 分） 

・発表                       16:00～16:25（ 25 分） 

・講師コメント・ファシリテーター総括       16:25～16:55（ 30 分） 

 

５. 閉会・事務局連絡                  16:55～17:00（  5分） 

 

※状況により、内容や次第に変更がある場合があります。 



食品安全マネジメントシステム
（FSMS）の仕組み

FCP若手フォーラム

2025年11月13日(木)

湯川食品科学技術士事務所

所長 湯川 剛一郎

（ISO/TC34/SC17(FSMS)専門家・国内検討委員会委員）
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1. 食品衛生法と自主管理

2003年改正旧食品衛生法第50条第2項、第3項

② 都道府県は、営業の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等
の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で、必要
な基準を定めることができる。

③ 営業者は、前二項の基準が定められたときは、これを遵守し
なければならない。

食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針

（2004年2月厚労省食品安全部長通知）

第2 食品取扱施設等における衛生管理

11 管理運営要領の作成

(1)施設及び食品の取扱い等に係る衛生上の管理運営要領を作成
し、食品取扱者及び関係者に周知徹底すること。 3

これをもとに都道府県
が条例を制定



洋菓子メーカーによる社内基準を超える
消費期限の延長（2007年1月）

大阪府泉佐野保健所改善指示書

• 「改善を指示する理由」の一部

(2)以下の法令に抵触する疑い

ア.食品衛生法第50条第3項（「食品衛生マニュアル」（注：管理
運営要領に該当）の不備）
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自ら作成した食品衛生マニュア
ル（管理運営要領）を遵守しな
い場合、食品衛生法に基づき改
善指示が出されることがある。

これが自主管理の考え方



手順・原則 内容

手順1 HACCPのチーム編成

手順2 製品説明書の作成

手順3 意図する用途及び対象となる
消費者の確認

手順4 製造工程一覧図の作成

手順5 製造工程一覧図の現場確認

手順6(原則1) 危害要因(ハザード)分析の実
施

手順7(原則2) 重要管理点(CCP)の決定

手順8(原則3) 管理基準(CL)の設定

手順9(原則4) モニタリング方法の設定

手順10(原則5) 改善措置の設定

手順11(原則6) 検証方法の設定

手順12(原則7) 記録と保存方法の設定

資料：手順・原則及び内容については公益社団法人日本食品衛生協会ホームページによる

HACCPプランを立案するための
データ収集

データに基づき管理手段を考える。
この段階ではまだうまく管理でき
るだろうとの仮説。

仮説を現場で実行するための手順

仮説の正しさの実証（検証）のた
めの方法検討、その方法に沿った
データ収集。

何をするのか
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HACCP制度化と手引書
HACCPの7原則12手順

HACCPとは衛生
管理行う際の考え
方の道筋。
管理に必要な手段
（加熱や冷却な
ど）は事業者が考
えて決める。

HACCPは自主管
理のための重要な
ツール



手引書の意味
2018年食品衛生法第51条第1項、第2項

• 厚生労働大臣は、営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置
（公衆衛生上必要な措置）について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に
関する基準を定めるものとする。

① 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管
理に関すること。（省令別表第17：一般衛生管理）

② 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理する
ための取組（注：HACCPに基づく工程管理）（小規模な営業者その他
の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取
組）に関すること。（省令別表第18）

• 営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定め
るところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければなら
ない。
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すべての事業者が自らHACCPを
構築できるとは限らない。



厚生労働省令別表17、別表18（目次のみ表示）

別表17
1. 食品衛生責任者等の選任

2. 施設の衛生管理

3. 設備等の衛生管理

4. 使用水等の管理

5. ねずみ及び昆虫対策

6. 廃棄物及び排水の取扱い

7. 食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理

8. 検食の実施

9. 情報の提供

10. 回収・廃棄

11. 運搬

12. 販売

13. 教育訓練

14. その他

別表18
1. 危害要因の分析

2. 重要管理点の決定

3. 管理基準の設定

4. モニタリング方法の設定

5. 改善措置の設定

6. 検証方法の設定

7. 記録の作成

8. 令第34条の2に規定する営業者

令第34条の2に規定する営業者（略）にあって
は、 その取り扱う食品の特性又は営業の規模
に応じ、 前各号に掲げる事項を簡略化して公
衆衛生上必要な措置を行うことができる。
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1~7はHACCPの7原則

小規模な営業者等は、厚生労働省が内容を確認した手引書
に則って衛生管理を実施することにより、 HACCP に沿っ

た衛生管理に適合するものとして取り扱う



手引書のポイント
温かい状態で販売する島豆腐小規模製造事業者における
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書（version 1.1）
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手引書の使い方
手引書は指示書ではなく
参考書。自主管理が原則。

手引書(P1)



2. マネジメントシステム規格(MSS)の構造
MSSを調和させるアプローチテンプレート(2025/7/30)

序文

1 適用範囲

2 引用規格

3 用語及び定義

(MSに使用される共通的用語を定義)

4 組織の状況

4.1 組織及びその状況の理解

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解

4.3 XXXマネジメントシステムの適用範囲の
決定

4.4 XXXマネジメントシステム

5 リーダーシップ

5.1 リーダーシップ及びコミットメント

5.2 XXX方針

5.3 役割、責任及び権限

6 計画策定

6.1 リスク及び機会への取り組み

6.2 XXX目的及びそれを策定する
ための計画策定

6.3 変更の計画策定

7 支援

7.1 資源

7.2 力量

7.3 認識

7.4 コミュニケーション

7.5 文書化した情報
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8 運用

8.1 運用の計画策定及び管理

9 パフォーマンス評価

9.1 監視、測定、分析及び評価

9.2 内部監査

9.3 マネジメントレビュー

10 改善

10.1 継続的改善

10.2 不適合及び是正処置



調和させる構造(HS: Harmonized Structure)の考え方

箇条4：組織内外の状況、関係者のニーズ・期待を把握する。（情報収集）

箇条5：トップマネジメントによって方針、目的を確立し、リーダーシップ
とコミットメントを実証する。

箇条6：組織のリスク及び機会への取組を特定し、計画を策定する。（組織
のリスク対策において最も重要な箇条）

箇条7：施設・設備、従業員の教育・訓練、認識、コミュニケーション、文
書化した情報により、実施体制を整える。

箇条8：箇条6で策定した計画を具体化する。ISO 22000では、HACCPを運
用することがあらかじめ要求されている。

箇条9：情報収集、計画策定、運用、検証プラン作成、改善措置が適切で
あったかを確認（検証）する。

箇条10：不適合を是正するとともにマネジメントレビューの結果に基づき
継続的改善を図る。
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ISO22000におけるマネジメントシステム(MS)とHACCPの関係
組織の計画及び管理

PLAN(FSMS)
4.組織の状況
5.リーダーシップ
6.計画
7.支援(外部から供給され
たプロセス、製品又は
サービスの管理を含む)

DO(FSMS)
8. 運用

CHECK(FSMS)
9. パフォーマンス

ACT(FSMS)
10.改善

PLAN(食品安全)

ACT(食品安全) CHECK(食品安全)

DO(食品安全))

食品安全に係るオペレーション(運用)の計画及び管理

PRPs

トレーサビリティシステム

緊急事態への準備及び対応

ハザード
分析

管理手段
の妥当性
確認

ハザード管理
プラン

(HACCP/OP
RPプラン）

検証計画

初期情報並びにPRP及び
ハザード管理プランを規

定する文書の更新 検証活動の結果分析

検証活動

製品及びプロセスの
不適合の管理

モニタリング及び
測定の管理

計画(食品安全)の実施
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組織のリスク
マネジメント

運用のリスク
コントロール

HACCPは
箇条8内で
運用される。



7原則12手順の対応状況
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危害要因分析はできない
がCCPは決定している。

検証方法の設定はできな
いが記録はとっている。

資料：「FCP 第3回国際標準に関する勉強会資料」から筆者作成
(2015年9月 厚生労働省食品安全部監視安全課HACCP企画推進室） 12

3. HACCP: CCPと検証プラン



HACCPプランを策定するための作業
（もめん豆腐の危害要因分析例）

13資料：「改訂HACCPプラン作成ガイド」（（社）日本食品衛生協会（2006））

何を管理するために急速冷却を行うのか、
管理手段の対象を明確にする必要。

「病原微生物」や「芽胞菌」ではなく、
大豆に付着しているおそれのある「セレ

ウス」まで特定することが必要。

この工程で何を管理
するのか、管理でき
ないものは何かを明
確にする必要がある。



資料：
「食品製造における
HACCP入門のための手引書」
（食肉製品編）
（厚生労働省）
（2015年10月発行） 14

いずれも芽胞菌、
CCPで何を管理
するかを明確に



CCPの性格

CCPに適合しない製品(半製品)は次工程にリリースしない。

CCPでは適・不適を判定しやすい温度、時間、濃度などの基準
を指標としてCL(管理基準・許容限界)を設定する。(ISO 22000
では「タイムリーな修正」(箇条8.5.2.4.2)を要求している。)

↓

CLで白黒を明確に即時に判定し、黒と判定されればその製品
をラインから排除できることがCCPの条件。

以下、CCPの理解を深めるため、ちょっと変わった例を示しま
す。

15



極端な例（実際の話ではありません。）
手洗いをCCPにすると…

製品の安全性を確保する上で、手指を介する病原微生物による汚染という危害が非常に
重要

↓

SSOPで手洗いを管理

↓

それでもなお、手指を介する病原微生物による汚染を原因とした食中毒またはそれにつ
ながる事故が発生した場合

↓

手洗いをCCPとして管理

↓

従事者の製造室への出入り口に専任の者を配置し、従事者全員の出入り時の手洗い実施
方法について作業時間中、常時観察し、一人でも手洗いを怠った従事者を発見した場合
(CL)は、当該従事者をラインから外すとともに、その者が直接接触した食品を同定、保
留し、廃棄する等の改善措置を講じる。

16資料：「HACCP：衛生管理計画の作成と実践」（1997年5月厚生省生活衛生局乳肉衛生課監修）



原材料の受入基準

ある中央卸売市場では、秋鮭の受入基準に、「容器内の氷が融
けきっていないこと」を条件とした。→CCP

容器内に氷が残っていない場合、当該秋鮭を受け入れない。

CL：氷の残存

修正処置：氷が残っていない秋鮭を受け入れない。
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2時間以内の喫食

ある給食業者では、調理後2時間以内の喫食を基準として設定
(大量調理施設マニュアルに基づく条件設定)

2時間以内の喫食が不可能の場合、納品せず持ち帰ることを規
則としていた。

CL：調理後2時間以内の喫食

修正処理：2時間以内の喫食が不可能の場合、給食を提供しな
い。
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一般衛生管理とCCPのイメージ

原材料の受入れ、そ族・昆虫対策、廃棄物・排水の取扱い、食品
等の取扱い、回収・廃棄、情報の提供、食品取扱者の衛生管理・

教育訓練等
（オペレーション）

施設・設備の衛生管理、使用水の管理
（ハード・インフラ）

それでも残るリスクはCCP
として管理

（例：原材料の受入確認）

それでも残るリスクはCCP
として管理

（例：加熱をしっかりと）

一
般
衛
生
管
理

Ｃ
Ｃ
Ｐ

食品の衛生管理の基本➜危害要因は一般衛生管理で管理する。（対象となるハザードを
絞っていないので「一般」衛生管理と呼ばれる。）

それでも残存するリスクがある場合（食品の製造、流通、管理ミスの可能性等を考慮して
決定）には、そのリスク（対象が特定されている。）を低減するために設定したCCPで管
理する。（CCPが効くのはそのハザードだけ。）

重要な食品安
全ハザード

19

CCPは一般衛生管
理を突破してくる
重要な食品安全ハ
ザードを管理する

ためのもの

CCPは重要な食品
安全ハザードに対
してのみ効果的

食品安全ハザード
の多くは一般衛生
管理で管理される



検証の意味

HACCPは、製品説明書やフローダイヤグラムなどのデータに基
づきハザード分析を行い、CCP（ISO 22000ではCCP又は
OPRP）を設定し、それを確実に実施することでより確実な衛生
管理を行うことを目的としている。

 CCPによる管理は、それが確実に実行されていれば、食品の
安全が確実に達成されるという仮説である。

それを確かめなければならない。それが検証である。

20



CCPと検証の関係
（検証では2つのことを確認する。）

21

CCP
缶詰は120度4分加熱

包装済みの製品を120度
以上で4分以上加熱すれば
芽胞菌の心配はない!!
⇒これはまだ仮説

妥当性確認
(データ、試作）

CCPが決められた
とおり正確に実施

されている

検証その１
決められたことを決めたと
おりに実施しているか？

CCPの効果あり
⇒仮説は正しかった

検証その２
効果はあるか？

CCPが
決められたとおりに実

施されていない

CCPの効果なし

是正・修
正処置

改善：HACCP
プランの見直しモニタリング記

録の確認

効果の確認



4. マネジメントシステムとHACCP

ISO 22000は、「マネジメントシステムの考え方に基づきHACCPを
安定的、効果的に運用するための規格」ではない。

HACCPの運用だけでは、食品安全文化、食品防御、食品偽装への
対応策は得られません。

これらのリスクに対しては、マネジメントシステムの箇条6でリス
ク分析を行い、計画を立案し、箇条8でそれを実行する。継続的改善
もマネジメントシステムで対応する。

HACCPは、基本的に箇条8内のシステムである。

マネジメントシステムとHACCPでは、対応するリスクのレベル、
性格が異なる。

ISO 22000は、組織の、食品安全に関するリスクマネジメントと運
用上の危害要因のコントロールを行うための規格である。
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 連絡先 (お気軽に)

➢湯川食品科学技術士事務所

➢所長 湯川剛一郎

（公社）日本技術士会 会員

（一社）食品表示検定協会 理事長

（一財）日本食品分析センター 監事

➢メール jag03266@nifty.com

➢登録番号 T9-8105-1779-8290
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ＦＣＰ若手フォーラム

食品会社の品質管理と品質保証について
若い皆さんへお伝えしたいこと

（株）日清製粉グループ本社

Ｒ＆Ｄ・品質保証本部 品質保証部

鈴木 隆一

2025年11月13日



自己紹介

◼ 日清製粉に入社。製粉部門に配属

 本社や工場で小麦粉の品質管理業務（1990～2010）

◼ 日清製粉岡山工場で生産次長（2010～2011）

◼ フランスの添加剤会社に派遣（2011～2012）

◼ 日清製粉品質保証部（2013～）

◼ 日清製粉グループ本社品質保証部（2014～）

◼ 日清製粉グループ本社品質保証部長（2017～）



日清製粉グループについて



日清製粉グループについて



日清製粉ウェルナ 冷凍パスタ約22万食を自主回収

日清フーズ 「マ・マースパゲティ」等を自主回収



流通での取扱い時における識別性を
向上させるため、製品段ボールの
クラフトテープを「要冷凍」と表示した
水色のテープに変更した。

変更前：クラフトテープ

※外装イメージ

変更後：水色の「要冷凍」テープ

※水色テープデザイン



品質管理と品質保証



品質管理



製品分析について

◼まずは自分で実施。工程を理解する

（ばらつきが生じる部分の把握）

◼定期的な精度確認を実施する

◼分析結果を大事にする雰囲気の醸成

生データの保管、ＰＣ入力時のミス

データ偽装を許さない



分析のバラつきと正規分布



平均値と標準偏差

◼平均値 ± σ（６８％）

◼平均値 ±２σ（９５％）

◼平均値 ±３σ（９９．７％）

◼異常原因（人によるバラツキ、

作業手順の無視、機器の故障）

◼偶然原因（偶然に発生するバラツキ）



複数ある分析方法

◼水分（乾燥温度、時間）

◼重金属（質量分析法、吸光光度法）

◼ウイルス検査（ＰＣＲ、蛍光抗体法）

使用した分析法、検出限界、定量下限
などの情報を必ず確認



原料仕様書、製品規格書

◼検査項目なのか、分析項目なのか

◼分析法を明示

◼意味のない項目、保証できない項目は
約束しない、させない

※小麦粉の大腸菌群陰性→無理



官能検査（臭気判定）の難しさ

•人により臭気の感度が異なる。

•特有の臭いに感度が高い人が存在し、多く
の人が臭いを感じないと判断するサンプルで、
臭いを感じることができる。

•臭気の感度は、対象となる臭いを繰り返し
経験することで向上させることができる。



官能検査（検食）の難しさ

•複数の検査を行っているうちに舌が慣れ、
正常な判断が難しくなる。

•その日の体調にも左右されるため、検食は
複数の検査員で行うとよい。

•コントロールと比較することで、判断がより
正確となる。

•塩分計やBrix計なども活用する。



総合出荷判定という考え

◼製品の分析値だけで十分か。

◼ＣＣＰ工程でトラブルはなかったか。

◼製造工程、包装工程で何かトラブルは
なかったか。



品質保証



日清製粉グループの品質保証テーマ

◼ 「全員で実践する品質保証」

◼ 「消費者視点の徹底」

◼ 「作業ルールの遵守」



「食品安全基本法」第８条

食品関連事業者は、

自らが食品の安全性の確保について

第一義的責任を有していることを認識し

食品の安全性を確保するために必要な措置を

食品供給工程の各段階において

適切に講ずる責務を有する。



フードディフェンス



フードディフェンス



感度の高い職場

①ルールを守る

②普段と違うことを「感」じる

③感じたことを上司に漏れなく伝える

「他人事」ではなく「自分事」として捉える

「報告」がしやすいか

「過去の経験」が伝わっているか



消費者視点に立ち返る

◼ 「弊社の製品は問題ありません」

◼ 「単純なミスです」

◼ 「工場では一生懸命製造しています」

「消費者に寄り添えているだろうか」



ルールを守るために

①無理のないルールか

②ルールの意味が実施者に伝わっているか

③定期的に検証しているか



数年毎に

様々な事業会社で繰り返される出来事

備品の管理



新しく導入する設備のリスクを把握できているか

工場毎に違う管理となっていないか

プロダクトゾーンは特に・・・

設備管理も品管・品証の仕事



設備由来異物を防止したい

メンテナンスが不要な設備は存在しない



◼ 見つけたら「即報告」の徹底

◼ 種類毎の生態を理解する

◼ 対処療法から予防対応へ

衛生害虫（ゴキブリ）に対する感度



◼ 捕獲されて「当たり前」と思わない

◼ 種類毎の生態を理解する

◼ 対処療法から予防対応へ

衛生害虫（ハエ）に対する感度



衛生害獣（ネズミ）にも注意
◼ 兆候を見つけたら駆除するまで徹底的に対応

◼ 休憩時間、休日の工事時に扉を開放しない

◼ 普段、人が出入りしない場所に注意

（ユーティリティ室など）



一匹のゴキブリ、ハエ、ネズミが会社のブランドと
信頼を破壊する。

衛生害虫に対する感度



品質保証とＣＳＲ

◼ ＣＳＲ（Corporate Social responsibility）

 の重要課題の１番目は

「安全で健康的な食の提供と責任ある消費者

コミュニケーション」。

このベースが「消費者視点の品質保証」

◼ 消費者視点で判断・報告・啓発を行う司令塔の
品管・品証の皆さんの活動が会社の企業価値を
上げ、競争力を強化する。



パスタ回収事故から１5年



パスタ回収事故から１5年

◼ 新規設備導入前のリスク分析

◼ 導入後のトラブルや異常発生の有無についての
レビューの重要性

◼ 総合的な出荷判定

◼ 品管・品証に連絡が無かったから知らなかった
ではなく、情報が上がってこないことが問題

◼ 感度を高くするために、自社・他社のトラブルを
積極的に知る努力をしなければいけない



消費者視点に立った「安心安全で高品質な製品の

提供」という共通の目的を持ち

 食品業界全体で取り組む意識を持ち

 情報を共有し

高度な専門家組織として品質管理・品質保証

業務に取り組みましょう。

終わりに
品質管理・品質保証にゴールは無い



ご清聴ありがとうこざいました
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第3回若手フォーラム

1

～食の安全・信頼向上の観点から企業行動を考える～

フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）

令和７年11月13日

令和7年FCP若手フォーラム

総合ファシリテーター
山下安信

株式会社 フードサニテーション７８
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第３回若手フォーラム 事前課題

Copyright (C) 2025 MAFF All Rights Reserved.

2

テーマ：食品の品質と安全をマネジメントする
《食品の品質と安全のための仕組みを考える》

ワークショップのねらい：

⚫ 食品の品質と安全のための仕組みを理解する（事前課題）

⚫ 食品安全マネジメントの仕組みから、関係者・関係先の役割と機能を考える

⚫ チームの中で食品の品質と安全のためのフードチェーンが連携する仕組みを提案する

第３回若手フォーラム（11月13日（木）13-17時）

講演(1) 食品安全マネジメントの仕組み

湯川 剛一郎 先生
湯川食品科学技術士事務所 所長
ISO/TC34/SC17（食品安全マネジメントシステム）専門家
同WG8(ISO 22000見直し)専門家

講演(2)
食品会社の品質保証・品質管理について
若い皆さんへお伝えしたいこと

鈴木 隆一 様
株式会社日清製粉グループ本社 執行役員
品質保証本部 副本部長 品質保証部 部長
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令和７年FCP若手フォーラム
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食品の品質と安全をマネジメントする

Copyright (C) 2025 MAFF All Rights Reserved.

食品の品質と安全のための仕組みについて考えてみましょう

記入者：チーム

ワークショップ用
事前課題

3.食品の品質と安全を向上を目的にFCPに参加する食品事業者・関係組織が連携できる仕組みを提案しましょう

4

1.あなたの組織またはあなたが知っている食品の品質と安全を維持・向上させるための仕組みを３つあげましょう

2.1.の仕組みから１つを選び、その仕組みがどのような役割と機能を果たしてるのかを調べて、まとめてみましょう



仕組み 件数

HACCP 26

FSSC22000 22

トレーサビリティ（牛・米） 6

食品表示制度 6

トレーサビリティシステム 5

JAS（日本農林規格） 5

食品衛生法 4

JFS規格 4

ハラール認証 4

GMP（適正製造規範） 3

SO２２０００ 3

食品安全マネジメントシステム（FSMS） 3

アレルゲン管理プログラム 2

リスクコミュニケーション体制 2

CODEX 2

5S活動 2

GAP認証（農業生産工程管理） 2

ISO 9001(品質マネジメントシステム） 2

１件

保健機能食品

自主衛生点検制度

自主検査プログラム

公正競争規約

QR消費者向け情報開示システム

ISO17025

新商品MT（新しい製品を製造するときに関連部署で行う打合せ）

食品リコール制度

国際フェアトレード認証

アレルゲン検査

保健所による調査

MSC認証

FDA（Food and Drug Administration, 米国）

市販品モニタリング

あなたの組織またはあなたが知っている食品の品質と安全を維持・向上させるための仕組み
（ひとり３件）



１件

グループ監査（内部監査）

サプライヤへの2者監査

HACCP【危害分析における重要管理点】

各種_社内基準や指針（アレルギー、微生物、異物など）

容器包装による食品の保護機能、品質保持

大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省）

デザインレビュー

原材料メーカー・委託先へのインスペクション

日本冷凍食品協会_認定マーク

フードディフェンスシステム（カメラ等）

検査業務モニタリング

MDC衛生巡視（工場モニタリング自主プログラム）

ATPの実施（拭き取り検査による清掃状態の確認）

Food Defense（食品防御）

ISO認証

１件

保健機能食品

自社独自のアレルゲン管理ガイドライン

★FT-CCP(Fresh＆Tasty CCP) （品質管理自社プロ

グラム）

総点検(食品表示法に沿った一括表示になっているか

定期的に全商品確認を実施)

一般衛生管理（自社プログラム）

食の安全委員会（自社プログラム）

内部監査

製品回収訓練

GI（グリセミック・インデックス 糖質などに関わる栄養指標）

RPISMA声明（機能性表示食品制度からの科学的根拠

の質の向上のための取組み）

残留農薬検査

あなたの組織またはあなたが知っている食品の品質と安全を維持・向上させるための仕組み
（ひとり３件）



テーマ 提案数
HACCP 8

FSSC22000 7
食品表示制度 2

JFS規格 2

新商品MT（新しい製品を製造するときの自社プログラム）
食品リコール制度
FDA（Food and Drug Administration, 米国）
サプライヤへの2者監査
容器包装による食品の保護機能、品質保持
デザインレビュー
日本冷凍食品協会_認定マーク
検査業務モニタリング
MDC衛生巡視（工場モニタリング自主プログラム）

Food Defense（食品防御）
保健機能食品
自社独自のアレルゲン管理ガイドライン
★FT-CCP(Fresh＆Tasty CCP) （品質管理自社プログラム）
一般衛生管理（自社プログラム）

トレーサビリティシステム
JAS（日本農林規格）
食品衛生法
ハラール認証
GMP（適正製造規範）
ISO22000
アレルゲン管理プログラム
5S活動
GAP認証（農業生産工程管理）
ISO17025

仕組みの機能と役割をまとめていただいたもの（ひとり１件）
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第3回FCP若手フォーラム

ワークショップの進め方

テーマ：食品の品質と安全をマネジメントする

事前課題から、食品の品質と安全のための仕組みをまとめ、その機能と役割から
みなさんがフードチェーンの中で連携して取り組める仕組みを提案してください。
チーム発表のアウトプットは自由とします

Copyright (C) 2022 MAFF All Rights Reserved.
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1. 食品の品質と安全のための仕組みを
出し合い、最も興味のあるものを選ぶ

2. その仕組みの機能と役割をまとめる

3. チームで、フードチェーンの中で連携し
て取り組める仕組みを話し合う
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第3回FCP若手フォーラム

チーム発表のアウトプットは自由としますCopyright (C) 2022 MAFF All Rights Reserved.
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テーマ：食品の品質と安全をマネジメントする
食品の品質と安全をマネジメントする

Xチーム

1.食品の品質と安全のための仕組み

1. 食品の品質と安全のための仕組みを出し合い、最も興味
のあるものを選ぶ

2. その仕組みの機能と役割をまとめる

3. チームで、フードチェーンの中で連携して取り組める仕組み
を話し合う

〇×△

３.フードチェーンの中で連携して取り
組める仕組み

◆××

〇■△ ××△

2.その仕組みの機能と役割をまとめる
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第３回若手フォーラム ワークショップ

Copyright (C) 2023 MAFF All Rights Reserved.
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まとめ（ファシリテーター）

1. 食品安全や品質保証の仕組みが目的と背景から、現在、当初の機能を十分に果たして

いるのかを、消費者や利用者の視点から評価してみる （仕組みを評価する）

2. 仕組みをフードサプライチェーンの中で機能させるためには、関係者の目的と要求に

関わる十分な合意が前提になる（仕組みを機能させる）

3. 食品安全や品質保証の仕組みは、仕組みの管理者・監督者（管理団体・行政など）と

食品事業者、消費者（実際の利用者）との十分なのコミュニケーションでもって最適化で

きる （仕組みを最適化する）

テーマ：食品の品質と安全をマネジメントする
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第３回若手フォーラム ワークショップ
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規格・表示

規格・表示に期待する効果

１．消費者が商品を規格（JASなど）を見て選択できる（消費者の商品選択）

２．製造者が商品の規格（表示）でもって、他社の商品と差別化できる

（商品の差別化）

３．規格や表示により商品の所定の品質や安全性を確認できる

（品質の保証・確保）
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第３回若手フォーラム ワークショップ
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規格・表示

規格・表示の弱点

１．規格や表示によっては消費者の認知が低いことがある

２．社会環境の変化の中で、役割や機能が低下することがある

３．規格や表示から規制が強化されることで、製造者に過大な負担を強いることがある

規格・表示を十分に機能させるための課題

１．消費者とのコミュニケーションの中の規格・表示に関わる情報提供

２．規格・表示を社会や国際的環境の変化の中での最適化

３．規格・表示の制度で、目的に対して製造者の実態に応じた改正
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第３回若手フォーラム ワークショップ
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スキーム
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第３回若手フォーラム ワークショップ
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スキーム
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第３回若手フォーラム ワークショップ

Copyright (C) 2023 MAFF All Rights Reserved.
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スキーム



セルフチェック

✓ あなたのまわりの食品の品質と安全を維持・向上のための仕組みが
作られた背景や目的、役割に興味を持てましたか？

✓ これまで仕組みについて知らなかったことを見つけられましたか？

✓ ご自分のお仕事の中でヒントを見つかられましたか？

✓ チームの中で共通の話題を、ビジネスに結びつけられそうですか？
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